
特名随意契約の理由書   
１ 案件番号   ＴＫ－２   
２ 案件名    井手池上補修工事   
３ 案件場所   宝塚市 境野 地内   
４ 契約期間   契約日～令和４年（２０２２年）３月３１日   
５ 契約相手方  
      住所： 宝塚市平井５丁目１１－１８ 
      社名： 株式会社 植伸建設 
       
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第６号該当  
     宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書き該当  
（指定理由） 

 本工事は老朽化による漏水のある井手池上を補修する工事です。 

 当初は10月上旬からの着工を目途に、隣接する井手池の改修と合わせて一括で

の工事発注準備を進めておりましたが、地元水利組合から井手池上の工事内容に

疑義が生じたため、再度の協議が必要となったことから両池を分離発注すること

とし、井手池上の工事発注時期が遅延しました。 

現在、植伸建設は両池の隣接地に工事用仮設道路を造成し井手池改修工事を施

工中ですが、井手池上の補修工事には同工事用仮設道路を通行する必要があり、

隣接する両工事の責任分界点を明確にすることができません。 

また、稲作を考慮した工程の制限がある中で本工事を早期に着手する必要があ

りますが、両ため池の一体的な施工により工期短縮と工事用仮設道路の共用によ

る経費削減が期待できます。 

以上のことから、上記事業者と特名随意契約を結ぶものです。 

 

 

７．問合わせ先 
     課名：北部整備課     Ｔｅｌ：０７９７－９１－０８４３       


